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第一部【企業情報】
第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回　　次

第76期

前第2四半期連結

累計期間

第77期

当第2四半期連結

累計期間

第76期

前第2四半期連結

会計期間

第77期

当第2四半期連結

会計期間

第76期

会計期間

自平成22年

1月1日

至平成22年

6月30日

自平成23年

1月1日

至平成23年

6月30日

自平成22年

4月1日

至平成22年

6月30日

自平成23年

4月1日

至平成23年

6月30日

自平成22年

1月1日

至平成22年

12月31日

売上高 (千円) 10,771,56010,488,3335,529,1405,379,99121,185,349

経常利益 (千円) 1,113,169 968,441 637,720 544,650 1,973,665

四半期（当期）純利益 (千円) 618,946 564,507 384,185 316,830 1,087,829

純資産額 (千円) － － 22,108,12321,513,93622,579,866

総資産額 (千円) － － 28,386,60728,097,61129,658,429

１株当たり純資産額 (円) － － 849.38 923.13 867.25

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
(円) 23.81 23.48 14.78 13.61 41.84

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
(円) － － － － －

自己資本比率 （％） － － 77.8 76.5 76.0

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 1,364,6601,140,453 － － 1,934,173

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △ 296,026△ 38,853 － － △ 351,603

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △ 506,569△ 3,082,325 － － △ 295,663

現金及び現金同等物の四半

期末（期末）残高
(千円) － － 11,326,65810,071,54812,052,170

従業員数 (人) － － 340 336 337

(注)　１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりま

せん。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
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2【事業の内容】

当第2四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はあり

ません。また、主要な関係会社に異動はありません。

 

3【関係会社の状況】

　当第2四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

4【従業員の状況】

（1）連結会社の状況

（平成23年6月30日現在）

従業員数（人） 336〔93〕

（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は〔　〕内に当第2四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。

 

（2）提出会社の状況

（平成23年6月30日現在）

従業員数（名） 248〔16〕

（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は〔　〕内に当第2四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。
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第２【事業の状況】

 

1【生産、受注及び販売の状況】

　第1四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年3月27日）及び

「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年3月21日）を適用してお

りますが、当社グループは単一セグメントであり、その中の区分に変更はないため、前年同四半期との比較を行っております。

 

（1）生産実績

　当第2四半期連結会計期間における生産実績を単一セグメント内の区分別に示すと、次のとおりであります。

区分別

前第2四半期連結会計期間

 　（自 平成22年 4月 1日

 　　至 平成22年 6月30日）

当第2四半期連結会計期間

 　（自 平成23年 4月 1日

 　　至 平成23年 6月30日） 

 

金額（千円） 金額（千円）

食

料

品

製粉 2,780,516 2,801,152 

食品 1,648,426 1,491,860 

精麦 727,951 679,654 

　飼料 － － 

　その他 － － 

　合計 5,156,894 4,972,667 

（注）金額は販売価格によっております。

 

（2）受注状況

　当社グループは重要な受注生産は行っておりません。

 

（3）販売実績

　当第2四半期連結会計期間における販売実績を単一セグメント内の区分別に示すと、次のとおりであります。

区分別

前第2四半期連結会計期間

 　（自 平成22年 4月 1日

 　　至 平成22年 6月30日）

 当第2四半期連結会計期間

 　（自 平成23年 4月 1日

 　　至 平成23年 6月30日）  前年同四半期比（％）

金額（千円） 金額（千円）

食

料

品

製粉 2,686,755 2,822,403 ＋ 5.0

食品 1,951,251 1,762,408 △ 9.7

精麦 757,182 664,463 △ 12.2

　飼料 111,106 113,791 ＋ 2.4

　その他 22,846 16,926 △ 25.9

　合計 5,529,140 5,379,991 △ 2.7

（注）総販売実績に対する主な相手先別の販売実績の割合が10％未満のため、主要な販売先については記載を省略しており

ます。

 

（4）主要な原材料価格および販売価格の変動について

　当第2四半期連結会計期間において、外国産小麦の政府売渡価格が4月に平均18%引き上げられたことに伴い、6月20日出荷分

より製粉の製品価格を値上げしました。

 

2【事業等のリスク】

当第2四半期連結会計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断

に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての

重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。
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3【経営上の重要な契約等】

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

4【財政状態、経営成績及びキャッシュ･フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において、当社グル－プが判断したものであります。

 

（1）経営成績の分析

　当第2四半期連結会計期間のわが国経済は、企業収益や設備投資の改善などを背景に持ち直しの動きがみられましたが、3月

に発生した東日本大震災の影響や原発事故に端を発した全国的な電力不足問題などにより、景気の先行きは不透明感を増し

ております。

　このような状況の中にあって当社グループは、本年4月に輸入小麦の政府売渡価格が5銘柄平均で18％引き上げられたことに

伴い、業務用小麦粉の価格改定を実施いたしました。また、当期が最終年度となる中期経営計画「Ｃ＆Ｃ　フェーズⅡ」に基づ

く諸施策の実施に取り組み、その一つとして、1月1日付で連結子会社の寺彦製粉株式会社を吸収合併いたしました。

　当第2四半期連結会計期間におきましては、国内外での製パン講習会の実施や各展示会への出展を行うなど積極的な営業活

動を展開しました結果、小麦粉の出荷数量は上伸しましたが、食品の出荷数量が減少したことなどにより、売上高は53億7千9

百万円（前年同期比2.7％減）となりました。収益面におきましては、副産品価格の下落や原材料価格の値上がりなどにより、

経常利益は5億4千4百万円（前年同期比14.6％減）、四半期純利益は3億1千6百万円（前年同期比17.5％減）となりました。

　単一セグメント内の、区分別の状況は次のとおりです。

（食料品）

　①製粉については、フランスパン専用小麦粉を中心に小麦粉の出荷数量が増加し、売上高は28億2千2百万円（前年同期比

5.0％増）となりました。

　②食品については、大型ヒット商品のピークアウトなどにより出荷数量が減少し、売上高は17億6千2百万円（前年同期比

9.7％減）となりました。

　③精麦については、製品の販売価格は上昇しましたが、出荷数量の減少により、売上高は6億6千4百万円（前年同期比12.2％

減）となりました。

（飼料）

　飼料については、売上高は1億1千3百万円（前年同期比2.4％増）となりました。

（その他）

　その他については、売上高は1千6百万円（前年同期比25.9％減）となりました。

 

（2）財政状態の分析

①資産、負債、純資産の状況

　当第2四半期連結会計期間末の総資産は280億9千7百万円となり、前連結会計年度末比15億6千万円減少しました。この主な要

因は、現金及び預金、受取手形及び売掛金、原材料及び貯蔵品が減少し、投資有価証券が増加したことによるものです。

　また、負債合計は65億8千3百万円となり、前連結会計年度末比4億9千4百万円減少しました。この主な要因は、長期借入金が減

少したことによるものです。

　純資産合計は215億1千3百万円となり、前連結会計年度末比10億6千5百万円減少しました。この主な要因は、自己株式、その他

有価証券評価差額金が増加したことによるものです。

②キャッシュ・フローの状況

　当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は100億7千1百万円となり、前年同期比12億5千5百万円減少しまし

た。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、3億1千8百万円の収入（前年同期比3億3千7百万円の収入減少）となりました。この

主な要因は、その他資産の増加、売上債権の増加などにより資金が減少した一方、税金等調整前四半期純利益の計上などによ

り資金が増加したことによるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、△1億7百万円（前年同期比5千4百万円の支出増加）となりました。この主な要因は、

有形固定資産及び無形固定資産の取得によるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、△1億5千8百万円（前年同期比7百万円の支出増加）となりました。この主な要因は、

借入金の返済による支出によるものです。

 

 

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題
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　当第2四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法施行規則

第118条第3号に掲げる事項）は次のとおりであります。

①基本方針

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理

解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である

必要があると考えています。

　当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づいて行われるべき

ものと考えております。また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するもの

であれば、これを否定するものではありません。

　しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすも

の、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検

討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示

した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主

共同の利益に資さないものも少なくありません。

　特に、当社が、製品、技術及びサービス面において競合会社との差別化を実現するためには、当社グループにおいて、(ⅰ)オリ

ジナルでクリエイティブな商品の開発力の強化、(ⅱ)高度で幅広い技術、知識、ノウハウ等を有する人材の育成と基礎研究等

の充実、(ⅲ)独自の安定した品質の商品を供給できる製造体制及び研究体制の確立、及び(ⅳ)単なる商品販売に止まらないお

取引先や消費者等への奉仕を目的とする販売体制の実現などを達成することが必要不可欠です。当社株式の大量買付を行う

者が、当社の財務及び事業の内容を理解するのは勿論のこと、こうした当社の企業価値の源泉を理解した上で、これらを中長

期的に確保し、向上させることができなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。また、

外部者である買収者からの大量買付の提案を受けた際に、株主の皆様が最善の選択を行うためには、当社の企業価値を構成す

る有形無形の要素を適切に把握するとともに、買収者の属性、大量買付の目的、買収者の当社の事業や経営についての意向、既

存株主との利益相反を回避する方法、従業員その他のステークホルダーに対する対応方針等の買収者の情報も把握した上で、

大量買付が当社の企業価値や株主共同の利益に及ぼす影響を判断する必要があり、かかる情報が明らかにされないまま大量

買付が強行される場合には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損される可能性があります。

　当社は、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の

決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗措置をとることによ

り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

 

②基本方針実現のための取組み

1)基本方針の実現に資する特別な取組み

　当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図るため、平成21年2月に公表した中期経営計画「C&C

フェーズⅡ」に基づき、(ⅰ)既存中核事業である製粉事業、ミックス事業、加工食品事業及び精麦事業についての競争力強化と

事業規模の拡充を目的とした事業拠点の再構築、ローコストオペレーションの徹底、及び他企業とのアライアンス、(ⅱ)新分

野事業の開拓及び育成を目的とした、独創的な商品の開発及び販売の強化を通じた新しい市場の創出、並びに(ⅲ)食の安心・

安全確保のための全社一丸となった品質保証体制の更なる充実、にそれぞれ取組んでおります。

　また、コーポレート・ガバナンス強化の取組みとして、経営陣の株主の皆様に対する責任の所在を明確化するため、当社の取

締役の任期は1年となっております。また、独立性を有する社外取締役を1名選任しております。さらに、監査役4名のうち、2名

は独立性を有する社外監査役です。これら社外取締役と社外監査役が取締役会等重要な会議に常時出席し、取締役の業務執行

を十分に監視できる体制となっております。

 

2)基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み

　当社は、平成21年2月13日開催の取締役会において、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)(以下「本プラ

ン」といいます。)の導入を決議し、平成21年3月27日開催の第74期定時株主総会において、本プランの導入及び本プランに記

載した条件に従った新株予約権の無償割当てに関する事項を決定する権限の当社取締役会に対する委任について承認を得て

おります。

　本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、上記①に記載した基本方針に

沿って導入されました。

　当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株券等の大量買付を行

う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。本プランは、こうした不適切な

者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量買

付を抑止するとともに、大量買付が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様が
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かかる大量買付に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉を行うこ

と等を可能とすることを目的としております。

　本プランは、当社株券等の20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求める等、上記の目的を

実現するために必要な手続を定めております。

　買収者は、本プランに係る手続に従い、当社取締役会において本プランを発動しない旨が決定された場合に、当該決定時以降

に限り当社株券等の大量買付を行うことができるものとされています。

　買収者が本プランに定められた手続に従わない場合や当社株券等の大量買付が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を

毀損するおそれがある場合等で、本プラン所定の発動要件を満たす場合には、当社は、買収者等による権利行使は（一定の例

外事由が存する場合を除き）認められないとの行使条件及び当社が買収者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を

取得できる旨の取得条項が付された新株予約権を、その時点の当社を除く全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法

により割り当てます。本プランに従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って買収者以外

の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買収者の有する当社の議決権割合は、最大50%まで希釈化される可能性があ

ります。

　当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断については、取締役の恣意的判断を排す

るため、独立委員会を設置し、独立委員会規則に従い、当社経営陣から独立した当社社外役員等から構成される独立委員会の

判断を経るものとしております。また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には、株主意思確認総会を招集し、

新株予約権の無償割当ての実施に関する株主の皆様の意思を確認することがあります。

　こうした手続の過程については、適宜株主の皆様に対して情報開示がなされ、その透明性を確保することとしております。

　本プランの有効期間は、平成21年3月27日開催の第74期定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までです。

　但し、有効期間の満了前であっても、(ⅰ)当社の株主総会において本プランに係る新株予約権の無償割当てに関する事項の

決定についての取締役会への上記委任を撤回する旨の決議が行われた場合、又は(ⅱ)当社取締役会において本プランを廃止

する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されます。

　また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、金融商品取引所の規程等の新設又は改廃

が行われ、かかる新設又は改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場

合、又は当社株主に不利益を与えない場合等株主総会の決議による委任の趣旨に反しない場合には、独立委員会の承認を得た

上で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。

　当社は、本プランが廃止、修正又は変更された場合には、当該廃止、修正又は変更の事実及び（修正・変更の場合には）修正

・変更の内容その他の事項について、情報開示を速やかに行います。

 

③具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその判断に係る理由

　本プランは、前記②2)に記載のとおり、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入されたものであり、

基本方針に沿うものです。

　また、本プランは以下に掲げる理由により、その公正性・客観性・合理性が担保されており、企業価値ひいては株主共同の利

益を損なうものではなく、かつ、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

1)企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上

　本プランは、基本方針に基づき、当社株券等に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が

判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者等と交

渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保することを目的として導入された

ものです。

2)買収防衛策に関する指針等の要件の充足

　本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買

収防衛策に関する指針」（以下「指針」といいます。）の定める三原則（(ⅰ)企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向

上の原則、(ⅱ)事前開示・株主意思の原則、(ⅲ)必要性・相当性の原則）を全て充足しています。

3)株主意思の重視

　本プランは、平成21年3月27日開催の第74期定時株主総会において本プランに係る委任決議がなされることにより導入され

ました。

　また、当社取締役会は、一定の場合に、本プランの発動の是非について、株主意思確認総会において株主の皆様の意思を確認

することとされています。

　さらに、本プランには、有効期間を約3年間とするいわゆるサンセット条項が付されており、かつ、その有効期間の満了前で

あっても、当社株主総会において上記の委任決議を撤回する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止される

ことになります。その意味で、本プランの消長には、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。

4)独立性を有する社外役員等の判断の重視及び第三者専門家等の意見の取得
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　本プランの発動に際しては、独立性を有する社外役員等から構成される独立委員会による勧告を必ず経ることとされていま

す。

　さらに、独立委員会は、当社の費用において独立した第三者専門家等の助言を受けることができるものとされており、独立委

員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっております。

5)合理的な客観的要件の設定

　本プランは、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発

動を防止するための仕組みを確保しております。

6)デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと

　本プランは、株券等を大量に買い付けた者の指名に基づき当社の株主総会において選任された取締役で構成される取締役会

により廃止することが可能であるため、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を

阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社においては取締役の期差任期制は採用されていないため、本プランは、

スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要

する買収防衛策）でもありません。

 

（4）研究開発活動

　当第2四半期連結会計期間における研究開発費の総額は5千9百万円であります。なお、当第2四半期連結会計期間において、当

社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

（注）以上　「第２　事業の状況」に記載している金額には、消費税等は含まれておりません。
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第３【設備の状況】

(1)主要な設備の状況

　当第2四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2)設備の新設、除却等の計画

　当第2四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設等のうち、当社福

岡工場の小麦粉製造設備については、着手及び完了予定を当初予定より延期しております。なお、新たに確定した重要な設

備の新設、除却等の計画はありません。

 

 
第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 70,000,000

計 70,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第2四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成23年6月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年8月11日）

上場金融商品取引所
名
又は登録認可金融商
品
取引業協会名

内容

普通株式 26,036,374 26,036,374

東京証券取引所市場第一

部

福岡証券取引所

権利内容に何ら限定
のない当社における
標準となる株式であ
り、単元株式数は100
株であります。

計 26,036,374 26,036,374 － －

 

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

 
年月日

 

発行済株式総数
増減数（千株）

発行済株式総数
残高（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高 
（千円）

資本準備金増
減額 （千円）

資本準備金残高
（千円）

平成23年4月1日
～平成23年6月
30日

　　　　　　－ 　　　　26,036 　　　　　　－ 　　 2,805,266　　　　　　－ 　　　 701,755
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(6)【大株主の状況】

平成23年6月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

有限会社鳥越商店 福岡県久留米市櫛原町123番地3 1,420 5.5

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目3番1号 1,300 5.0

三井物産株式会社

　（常任代理人　資産管理サービス信

託銀行株式会社）

東京都千代田区大手町一丁目2番1号

　（東京都中央区晴海一丁目8番12号

晴海アイランドトリトンスクエア

オフィスタワーＺ棟）

1,300 5.0

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 1,295 5.0

株式会社福岡銀行 福岡市中央区天神二丁目13番1号 1,292 5.0

株式会社広島銀行

　（常任代理人　資産管理サービス信

託銀行株式会社）

広島市中区紙屋町一丁目3番8号

　（東京都中央区晴海一丁目8番12号

晴海アイランドトリトンスクエア

オフィスタワーＺ棟）

730 2.8

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿一丁目26番1号 717 2.8

株式会社佐賀銀行 佐賀市唐人二丁目7番20号 630 2.4

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社

（中央三井アセット信託銀行再信

託分・ＣＭＴＢエクイティインベ

ストメンツ株式会社信託口）

東京都中央区晴海一丁目8番11号 550 2.1

第一生命保険株式会社

　（常任代理人　資産管理サービス信

託銀行株式会社）

東京都千代田区有楽町一丁目13番1号

　（東京都中央区晴海一丁目8番12号

晴海アイランドトリトンスクエア

オフィスタワーＺ棟）

506 1.9

計 － 9,740 37.4

（注）上記のほか当社保有の自己株式2,760千株（10.6％）があります。
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(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

      平成23年6月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 　　2,760,700 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　23,255,300 232,553 －

単元未満株式 普通株式　　　　20,374 －
　100株（1単元）未満の

　株式であります

発行済株式総数 26,036,374 － －

総株主の議決権 － 232,553 －

（注）1．「完全議決権株式（その他）」の中には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2,000株（議決権20個）含ま

れております。

　　　2．「単元未満株式」の中には、自己保有株式50株が含まれております。

  

②【自己株式等】

        平成23年6月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

（自己保有株式）

　鳥越製粉株式会社

福岡県うきは市

吉井町276番地の1
2,760,700 －  2,760,700 10.6

計 － 2,760,700 －  2,760,700 10.6

 （注）平成23年6月30日現在、当社が実質的に所有している自己保有株式数は2,760,750株であります。

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成23年

　1月

 

　2月

 

　3月

 

4月

 

5月

 
6月

最高（円） 756 748 751 729 706 701

最低（円） 715 711 580 691 685 680

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１. 四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第2四半期連結会計期間（平成22年4月1日から平成22年6月30日まで）及び前第2四半期連結累計期間（平成

22年1月1日から平成22年6月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第2四半期連結会計期間（平

成23年4月1日から平成23年6月30日まで）及び当第2四半期連結累計期間（平成23年1月1日から平成23年6月30日ま

で）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

２. 監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前第2四半期連結会計期間（平成22年4月1日から平成22年6

月30日まで）及び前第2四半期連結累計期間（平成22年1月1日から平成22年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表

並びに当第2四半期連結会計期間（平成23年4月1日から平成23年6月30日まで）及び当第2四半期連結累計期間（平成

23年1月1日から平成23年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期

レビューを受けております。

EDINET提出書類

鳥越製粉株式会社(E00351)

四半期報告書

12/24



１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第2四半期連結会計期間末
（平成23年 6月 30日）

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成22年 12月 31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,708,221 7,885,427

受取手形及び売掛金 2,866,783 3,219,428

有価証券 4,477,498 4,377,496

商品及び製品 793,277 792,794

原材料及び貯蔵品 1,697,872 1,912,604

その他 586,740 190,418

貸倒引当金 △16,447 △15,613

流動資産合計 16,113,944 18,362,555

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 1,762,555

※1
 1,830,872

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 962,741

※1
 1,038,429

土地 5,441,461 5,446,367

その他（純額） ※1
 148,943

※1
 148,151

有形固定資産合計 8,315,702 8,463,821

無形固定資産

無形固定資産合計 269,707 265,783

投資その他の資産

投資有価証券 3,274,804 1,994,191

その他 217,107 665,762

貸倒引当金 △93,655 △93,685

投資その他の資産合計 3,398,256 2,566,269

固定資産合計 11,983,666 11,295,874

資産合計 28,097,611 29,658,429

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,148,123 1,105,491

短期借入金 1,864,000 1,855,500

未払法人税等 473,884 418,624

賞与引当金 150,144 －

役員賞与引当金 12,000 28,950

その他 528,768 648,461

流動負債合計 4,176,921 4,057,026

固定負債

長期借入金 777,000 1,465,000

退職給付引当金 423,568 420,491

その他 1,206,185 1,136,045

固定負債合計 2,406,753 3,021,536

負債合計 6,583,674 7,078,563
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（単位：千円）

当第2四半期連結会計期間末
（平成23年 6月 30日）

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成22年 12月 31日）

純資産の部

株主資本

資本金 2,805,266 2,805,266

資本剰余金 2,811,070 2,811,069

利益剰余金 17,011,295 16,732,840

自己株式 △2,123,335 △16,451

株主資本合計 20,504,297 22,332,725

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 982,175 219,799

評価・換算差額等合計 982,175 219,799

少数株主持分 27,463 27,340

純資産合計 21,513,936 22,579,866

負債純資産合計 28,097,611 29,658,429
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年 1月 1日
至　平成22年 6月 30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年 1月 1日
至　平成23年 6月 30日）

売上高 10,771,560 10,488,333

売上原価 8,075,904 7,985,525

売上総利益 2,695,656 2,502,807

販売費及び一般管理費 ※1
 1,645,437

※1
 1,582,489

営業利益 1,050,218 920,317

営業外収益

受取利息 5,870 4,761

受取配当金 37,634 38,248

固定資産賃貸料 12,871 9,268

その他 34,989 23,318

営業外収益合計 91,365 75,596

営業外費用

支払利息 25,592 22,577

その他 2,822 4,895

営業外費用合計 28,414 27,473

経常利益 1,113,169 968,441

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 30

国庫補助金 3,333 2,857

助成金収入 2,800 －

特別利益合計 6,133 2,887

特別損失

固定資産売却損 124 －

固定資産除却損 1,162 2,882

減損損失 2,697 5,399

投資有価証券評価損 58,138 －

貸倒引当金繰入額 2,500 －

特別損失合計 64,622 8,281

税金等調整前四半期純利益 1,054,679 963,047

法人税、住民税及び事業税 429,951 457,383

法人税等調整額 4,521 △58,966

法人税等合計 434,472 398,416

少数株主損益調整前四半期純利益 － 564,630

少数株主利益 1,260 122

四半期純利益 618,946 564,507
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
（自　平成22年 4月 1日
至　平成22年 6月 30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年 4月 1日
至　平成23年 6月 30日）

売上高 5,529,140 5,379,991

売上原価 4,127,874 4,079,196

売上総利益 1,401,265 1,300,794

販売費及び一般管理費 ※1
 821,275

※1
 799,374

営業利益 579,990 501,420

営業外収益

受取利息 3,214 2,933

受取配当金 37,183 38,129

固定資産賃貸料 4,824 4,575

その他 26,800 12,716

営業外収益合計 72,022 58,355

営業外費用

支払利息 12,615 10,868

その他 1,676 4,257

営業外費用合計 14,292 15,126

経常利益 637,720 544,650

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 20

国庫補助金 3,333 －

投資有価証券評価損戻入益 7,587 －

特別利益合計 10,920 20

特別損失

固定資産除却損 570 2,451

減損損失 2,697 5,399

貸倒引当金繰入額 2,500 －

特別損失合計 5,768 7,850

税金等調整前四半期純利益 642,872 536,819

法人税、住民税及び事業税 275,355 300,793

法人税等調整額 △16,915 △81,091

法人税等合計 258,439 219,702

少数株主損益調整前四半期純利益 － 317,116

少数株主利益 248 286

四半期純利益 384,185 316,830
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年 1月 1日
至　平成22年 6月 30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年 1月 1日
至　平成23年 6月 30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,054,679 963,047

減価償却費 272,107 262,471

減損損失 2,697 5,399

のれん償却額 8,783 10,220

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,680 803

受取利息及び受取配当金 △43,505 △43,010

支払利息 25,592 22,577

賞与引当金の増減額（△は減少） － 150,144

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21,700 △16,950

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,488 3,077

売上債権の増減額（△は増加） 738,867 352,645

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,035 214,248

仕入債務の増減額（△は減少） 35,315 42,632

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,286 2,882

投資有価証券評価損益（△は益） 58,138 －

未払賞与の増減額（△は減少） 151,131 5,635

その他 △392,186 △464,779

小計 1,873,342 1,511,045

利息及び配当金の受取額 43,537 43,010

利息の支払額 △24,723 △23,143

法人税等の支払額 △527,495 △390,457

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,364,660 1,140,453

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △8 △2

定期預金の預入による支出 △55,809 △62,131

定期預金の払戻による収入 102,146 158,715

有形固定資産の取得による支出 △52,591 △111,200

有形固定資産の売却による収入 200 －

無形固定資産の取得による支出 △269,412 △43,106

投資有価証券の取得による支出 △18,420 △600

投資有価証券の売却による収入 － 8,780

貸付金の回収による収入 1,842 3,510

その他 △3,974 7,180

投資活動によるキャッシュ・フロー △296,026 △38,853

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 40,000 25,000

短期借入金の返済による支出 △40,500 △490,500

リース債務の返済による支出 △9,546 △10,589

長期借入金の返済による支出 △214,000 △214,000

自己株式の取得による支出 △242 △2,106,908

自己株式の売却による収入 － 25

配当金の支払額 △282,279 △285,353

財務活動によるキャッシュ・フロー △506,569 △3,082,325

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 562,051 △1,980,622

現金及び現金同等物の期首残高 10,764,607 12,052,170

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,326,658 10,071,548
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 【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第2四半期連結累計期間

（自　平成23年 1月 1日
至　平成23年 6月30日）

１．連結の範囲に関する事項の変更

(1)連結の範囲の変更

　第1四半期連結会計期間において、当社の100％出資の連結子会社である寺彦製粉株式会社を吸収合併いた

しました。

(2)変更後の連結子会社の数

4社

２．会計処理基準に関する事項の変更

(1)資産除去債務に関する会計基準の適用

　第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号　平成20年3月31日)

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号　平成20年3月31日)を適

用しております。

　この変更による、損益に与える影響はありません。

(2)企業結合に関する会計基準等の適用

　第1四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成20年12月26日)、

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)、「「研究開発費等に係る会

計基準」の一部改正」(企業会計基準第23号　平成20年12月26日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会

計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日)を適用しております。

 

【表示方法の変更】

当第2四半期連結累計期間

（自　平成23年 1月 1日
至　平成23年 6月30日）

(四半期連結損益計算書関係)

　「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年3月24日　内閣府令第5号)の適用によ

り、当第2四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

 

当第2四半期連結会計期間

（自　平成23年 4月 1日
至　平成23年 6月30日）

(四半期連結損益計算書関係)

　「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年3月24日　内閣府令第5号)の適用によ

り、当第2四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

 

【簡便な会計処理】

　簡便な会計処理については、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第2四半期連結会計期間末
（平成23年 6月30日）

前連結会計年度末
（平成22年12月31日）

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　16,569,214千円

　２　手形割引高

　　　　　　　　　　　　 8,759千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　16,375,735千円

　２　手形割引高

　　　　　　　　　　　　 8,840千円

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第2四半期連結累計期間

（自　平成22年 1月 1日
至　平成22年 6月30日）

当第2四半期連結累計期間

（自　平成23年 1月 1日
至　平成23年 6月30日）

 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

額は次のとおりであります。

販売運賃 575,857千円

役員賞与引
当金繰入額

17,400
 

給料及び手当 343,964 

 

 
 
 

退職給付費用 17,021 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

販売運賃 589,087千円

役員賞与引
当金繰入額

12,000
 

給料及び手当 312,840 

賞与引当金

繰入額
76,362

 

退職給付費用 18,241 

 

 

前第2四半期連結会計期間

（自　平成22年 4月 1日
至　平成22年 6月30日）

当第2四半期連結会計期間

（自　平成23年 4月 1日
至　平成23年 6月30日）

 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

額は次のとおりであります。

販売運賃 298,040千円

役員賞与引
当金繰入額

8,700
 

給料及び手当 174,956 

 

 
 
 

退職給付費用 10,230 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

販売運賃 310,908千円

役員賞与引
当金繰入額

6,000
 

給料及び手当 153,213 

賞与引当金

繰入額
35,152

 

退職給付費用 9,514 

 

 
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第2四半期連結累計期間

（自　平成22年 1月 1日
至　平成22年 6月30日）

当第2四半期連結累計期間

（自　平成23年 1月 1日
至　平成23年 6月30日）

 

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金
勘定

7,656,846千円

有価証券勘定 3,877,496 

預入期間が3ヶ
月を超える定期
預金

△202,687 

償還期間が3ヶ
月を超える債券

△4,996 

現金及び現金
同等物四半期
末残高

11,326,658 

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金
勘定

5,708,221千円

有価証券勘定 4,477,498 

預入期間が3ヶ
月を超える定期
預金

△109,172 

償還期間が3ヶ
月を超える債券

△4,998 

現金及び現金
同等物四半期
末残高

10,071,548 
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（株主資本等関係）

当第2四半期連結会計期間末（平成23年6月30日）及び当第2四半期連結累計期間（自　平成23年1月1日　至　平成23年6月30日）

 
１．発行済株式の種類及び総数

　　普通株式 26,036,374株

２．自己株式の種類及び総数

　　普通株式 2,760,750株

３．新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

　　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年3月30

日開催

第76期定時

株主総会

普通株式 286,052 11
平成22年

12月31日

平成23年

3月31日
利益剰余金

５．株主資本の金額の著しい変動

自己株式の取得

　平成23年2月21日付で、会社法第797条第1項に基づく自己株式の買取(株式数2,729,100株、買取価格2,106,865千円)を行い

ました。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間(自　平成22年1月1日　至　平成22年6月30日)及び前第2四半期連結会計期間(自　平成22年4月1日　至　平

成22年6月30日)

　当社及び連結子会社の事業内容は、食料品部門、飼料部門、その他部門に分類されます。

　全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める食料品部門の割合が、90％を超えてい

るため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

 

【所在地別セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間(自　平成22年1月1日　至　平成22年6月30日)及び前第2四半期連結会計期間(自　平成22年4月1日　至　平

成22年6月30日)

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社が存在しないため、該当事項はありません。

 

【海外売上高】

前第2四半期連結累計期間(自　平成22年1月1日　至　平成22年6月30日)及び前第2四半期連結会計期間(自　平成22年4月1日　至　平

成22年6月30日)

　海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

 

【セグメント情報】

当第2四半期連結累計期間(自　平成23年1月1日　至　平成23年6月30日)及び当第2四半期連結会計期間(自　平成23年4月1日　至　平

成23年6月30日)

　当社グループは単一セグメントのため、記載を省略しております。

 

(追加情報)

　第1四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号　平成21年3月27日)及び

「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号　平成20年3月21日)を適用しておりま

す。
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（１株当たり情報）

１．1株当たり純資産額

当第2四半期連結会計期間末

（平成23年 6月30日）

前連結会計年度末

（平成22年12月31日）

１株当たり純資産額 923円13銭 １株当たり純資産額 867円25銭

    

２．1株当たり四半期純利益金額

前第2四半期連結累計期間

（自　平成22年 1月 1日

至　平成22年 6月30日）

当第2四半期連結累計期間

（自　平成23年 1月 1日

至　平成23年 6月30日）

１株当たり四半期純利益金額 23円81銭 １株当たり四半期純利益金額 23円48銭

    

（注）1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

2.1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は次のとおりであります。

  前第2四半期連結累計期間

（自　平成22年 1月 1日

至　平成22年 6月30日）

当第2四半期連結累計期間

（自　平成23年 1月 1日

至　平成23年 6月30日）

四半期純利益 （千円） 618,946 564,507

普通株主に帰属しない金額 （千円） － －

普通株式に係る四半期純利益 （千円） 618,946 564,507

期中平均株式数 （株） 25,997,446 24,044,590

 

前第2四半期連結会計期間

（自　平成22年 4月 1日

至　平成22年 6月30日）

当第2四半期連結会計期間

（自　平成23年 4月 1日

至　平成23年 6月30日）

１株当たり四半期純利益金額 14円78銭 １株当たり四半期純利益金額 13円61銭

    

（注）1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

2.1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は次のとおりであります。

  前第2四半期連結会計期間

（自　平成22年 4月 1日

至　平成22年 6月30日）

当第2四半期連結会計期間

（自　平成23年 4月 1日

至　平成23年 6月30日）

四半期純利益 （千円） 384,185 316,830

普通株主に帰属しない金額 （千円） － －

普通株式に係る四半期純利益 （千円） 384,185 316,830

期中平均株式数 （株） 25,997,381 23,275,616

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。

 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成２３年８月８日

 

鳥越製粉株式会社

取締役会　御中

 

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ  

 指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 青　　　野　　　弘  

 指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 川　 畑　　秀　 二  

       

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている鳥越製粉

株式会社の平成２３年１月１日から平成２３年１２月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成

２３年４月１日から平成２３年６月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２３年１月１日から平成２３

年６月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半

期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを

行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される

質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる

監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、鳥越製粉株式会社及び連結子会社の平成２３年６月３

０日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並

びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（※）1.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期
報告書提出会社)が別途保管しております。

　　　2.四半期連結財務諸表の範囲には、ＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成２２年８月６日

 

鳥越製粉株式会社

取締役会　御中

 

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ  

 指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 丸　 林　　信　 幸  

 指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 川　 畑　　秀　 二  

       

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている鳥越製粉

株式会社の平成２２年１月１日から平成２２年１２月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成

２２年４月１日から平成２２年６月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２２年１月１日から平成２２

年６月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半

期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを

行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される

質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる

監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、鳥越製粉株式会社及び連結子会社の平成２２年６月３

０日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並

びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（※）1.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期
報告書提出会社)が別途保管しております。

　　　2.四半期連結財務諸表の範囲には、ＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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